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入札後資格確認型一般競争入札実施要領 

 

「入札後資格確認型一般競争入札」は、広く入札参加者を募り、あらかじめ公表している最低売却

価格（予定価格）以上で最高の価格をもって入札した者を落札候補者（契約予定者）とし、その後、

この落札候補者の資格確認を行い、資格が有ると確認できた場合に落札者と決定し、売買契約の相手

方とするものです。 

入札参加を希望される方は、次の各事項をご承知のうえ、ご希望の物件の入札に参加してください。 

※ 入札後に落札者名等を開示する場合があります。 

公表する場合は、 

   資格確認中は、個人・法人の別、落札予定額を開示します。 

    資格確認後は、法人名（個人名は公表しません）、落札額を開示します。  

 

 

売却物件 ３区画 

 物件及び最低売却価格（予定価格）については、売却物件一覧表をご覧ください。 

  

 

 

⑴ 入札の参加者となることができるのは、個人又は法人です。 

  （注）２名以上の連名（共有）での入札も可能です。 

⑵ 次の事項に該当する者は、入札に参加できません。 

① 市税を滞納している者 

② 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 

③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規

定する暴力団又は同条第６号に規定する暴力団員 

④ 広島県暴力団排除条例（平成２２年広島県条例第３７号）第１９条第３項の規定による公表が

現に行われている者 

⑤ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者 

⑥ 次に掲げる事項の一つに該当すると認められる者で、その事実があった後３年を経過して  

いない者 

ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しく

は数量に関して不正の行為をした者 

イ 一般競争入札、指名競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な

価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

エ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務を妨げた者 

オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

カ 契約により、代価の額を契約の後に確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の

事実に基づき過大な額で行った者 

キ 前各事項の一つに該当する事実があった後３年を経過しない者を契約の履行に当たり代理

人、支配人その他の使用人として使用した者 

⑦ 広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱に基づく指名停止措置を受けている者 

 

２ 入札参加者の資格 

１ 売却物件及び最低売却価格（予定価格）等 
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⑴ 入札参加の事前受付 

事前受付はありません。ご希望の物件の入札に、直接、参加してください。 

⑵ 入札参加に当たっての留意事項 

①   複数の物件がある場合には、１者（法人を含む。以下同じ。）が複数の物件の入札に参加する 

ことができます。 

②  共有で入札に参加される場合は、共有予定者全員が連名で入札してください。共有の持分割合 

を除き、入札後に共有予定者を変更することはできません。 

③ 入札に参加しようとする者は、入札前に必ず物件の下見をして現況を確認してください。 

④ 物件の説明、又は測量図等の閲覧を希望される方は、売却担当課までお申し出ください。 

売却担当課 

  ○物件番号１、２番 

広島市財政局管財課（広島市役所本庁舎９階） 電話０８２－５０４－２０８０ 

○物件番号３番 

   広島市都市整備局都市整備調整課（広島市役所本庁舎６階） 電話０８２－５０４－２３１３ 

 

    

 

⑴ 入札日・入札開始時間 

売却物件一覧表の入札日時をご確認ください。 

⑵ 開札時間 

各入札締切り後即時 

⑶ 入札・開札場所 

広島市中区役所２階 会議室（広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号） 

（注）駐車場が混み合いますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。 

⑷ 留意事項 

① 入札開始時間に遅れた方は、入札に参加できません。 

② 入札参加者（代理人を含む。）以外の方は、入札会場に入れません。 

 

 

 

⑴ 入札保証金の納付 

  入札参加者は、所定の入札保証金納書（第１号様式３４ページ）により、入札保証金を入札の 

直前に納付しなければなりません。 

⑵ 入札保証金の金額等 

 ① 物件番号  １、３番（概ね３００㎡以上の主として業者向けの大規模な土地） 

   金  額  見積もる金額の１００分の５以上 

・現金又は電子交換所に参加する金融機関が振り出した自己宛小切手で、振出日から７日以内

のもので納付してください（自己宛小切手以外の小切手では入札に参加できません）。なお、

小切手の券面に必要事項以外の書込み（メモ書き等）があるものや、線引きが小切手番号又

は金額に重なっているものは、お受けできない場合がありますので、御注意ください。 

・入札時間の短縮を図るため、できるだけ小切手で納付してください。 

・金融機関の自己宛小切手について 

３ 入札参加に当たっての留意事項 

４ 入札・開札の日時・場所 

５ 入札保証金 
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    金融機関の店舗が振出人となり、自店舗を支払人として振り出すものであり、金融機関の 

店舗が振出人兼支払人となっている小切手(いわゆる預手)です。作成にかかる手数料等に 

ついてはご負担ください。 

    紛失、盗難等の用心のため、線引きにされても結構です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    注）受取人について 

      持参人払いとしてください。 

② 物件番号  ２番（概ね３００㎡以下の主として個人向けの小規模な土地） 

 金  額  定額５万円 

   ・現金で納付してください（小切手不可）。 

・１万円札で納付してください。 

 

 

 

⑴ 入札の方法 

 ① 入札参加者は、上記５により、入札保証金を納付してください。 

② 入札参加者は、所定の入札書（第２号様式３５ページ）に必要な事項を記載し、押印（原則と

して、印鑑登録済みの印（実印））のうえ、提出してください。 

   個人又は法人の代表者が実印以外の印を使用して入札に参加される場合は、その使用印につい

て使用印鑑届（第３号様式３６ページ）を提出してください。 

③ 入札は、代理人が行うことができます。この場合、物件ごとに委任状（第４号様式３７ページ）

を提出してください。法人で代表者以外の者（従業員など）が入札に参加される場合は、委任状

が必要です。 

  入札書には、この委任状に記された代理人が、記名・押印することになります（代理人が入札

時に使用する印鑑は、委任状で届け出た代理人使用印鑑（認印を使用可能）です）。 

⑵ 入札金額 

  入札金額は、契約希望価格の総額を記載してください。 

⑶ 入札書の書換え等の禁止 

  入札者は、提出した入札書の書換え、差換え、撤回をすることはできません。 

⑷ 入札回数 

入札回数は１回です。あらかじめ最低売却価格（予定価格）を公表しているため、再入札はあり

ません。 

⑸ 入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札は、これを無効とします。 

６ 入札方法 

小  切  手 

支払地  広島市△△区□□町 

支払人 株式会社◎◎銀行○○支店 

 

￥ 〇,〇〇〇,〇〇〇 ※ 

上記の金額をこの小切手と引替えに持参人へお支払いください。 

 

振出地 ○○市 

振出日 令和○○年△△月□□日 

振出人 株式会社◎◎銀行○○支店 支店長 □□ □□ 

 

 

 

広島△□◎○ 

△□◎□－○△□ 
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 ① 広島市が定める最低売却価格（予定価格）を下回る金額で入札したもの（最低売却価格（予定

価格）と同額以上であれば有効です。）。 

 ② 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したもの。 

なお、入札参加資格については、入札後に確認します。 

③ 入札保証金が不足するもの。 

 ④ 入札書に記名押印がないもの（実印（使用印鑑届・委任状を提出している場合は届け出た使用

印鑑）以外の印を押印したものも無効です）。 

 ⑤ 入札書の記入文字が明確でないもの。 

 ⑥ 入札金額を訂正したもの。 

 ⑦ 一つの入札に同一の入札者又は代理人から２通以上の入札書が提出されたもの。 

 ⑧ その他入札に関する条件に違反したもの。 

 

 

 

⑴ 入札保証金の返還等 

 ① 落札者以外の者が納付した入札保証金は、後日の落札者決定後、口座振替により返還します。

所定の口座振替依頼票（様式３９ページ）に必要な事項を記載して提出してください。 

② 落札者の決定は、令和８年２月下旬の予定です。広島市契約規則の規定に基づき、落札者の決

定まで、入札参加者全員の入札保証金は返還されません（③の場合を除く）。 

 ③ 開札後、入札会場で資格確認審査辞退届（第５号様式３８ページ）を提出した者には、その場

で入札保証金領収証書（入札保証金納書の下側部分）と引換えに返還します。ただし、資格確認

審査辞退届を提出した場合、入札は無効となります。 

なお、営利法人又は個人事業者は領収証書に２００円の収入印紙を貼付してください。 

後日、資格確認審査辞退届を提出した者には、口座振替により返還します。 

 ④ 落札候補者が、資格確認申請書等を提出した後で、落札者と決定する前に入札参加資格確認 

審査を辞退する旨を申し出ても、入札保証金は返還されず、広島市に帰属します。 

⑤ 落札者が納付した入札保証金は、契約保証金（手付金）に振り替えます。また、契約の締結と

同時に売買代金の全額を支払う場合は、当該代金の一部に充当します（「１２ 売買代金の支払

い」参照）。 

 ⑥ 入札保証金は、その受入期間について利息を付けません。 

⑵ 入札保証金の帰属 

  落札者が契約の締結に応じない場合は、落札はその効力を失い、落札者が納付した入札保証金は、

広島市に帰属することとなります。 

 

 

 

⑴ 落札候補者（契約予定者） 

最低売却価格（予定価格）以上で最高の価格をもって入札した者を落札候補者（契約予定者）と

します。 

落札候補者（契約予定者）となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該

入札者にくじを引いていただき落札候補者（契約予定者）を決定します。この場合、くじを引かな

い者があるときは、これに代えて当該入札に関係のない広島市職員にくじを引かせます。 

⑵ 入札打ち切り 

開札したときに、最低売却価格以上の価格の入札がない場合は、入札を打ち切ります。 

８ 落札候補者（契約予定者）の決定 

７ 入札保証金の返還等 



- 14 - 
 

⑶ 開札結果の発表 

開札したときに、落札候補者がある場合は最高価格の入札金額を、落札候補者がない場合は、 

その旨を発表します。 

なお、最高価格以外の入札金額や順位等は発表しません。 

 

 

 

⑴ 落札候補者は、次の書類を売却担当課（物件番号１、２番：財政局管財課、物件番号３番：都市

整備局都市整備調整課）に提出してください。 

なお、提出期限までに書類を提出できない場合は、入札を無効とします。 

① 提出期限 

令和８年２月３日（火）午後５時まで 

 ② 提出書類 

  ア 個人の場合 

  （ア） 資格確認申請書 

（イ） 印鑑登録証明書 １通 

（ウ） 身分証明書（外国人の方は住民票の写し） １通 

（エ） 市税の納税証明書（滞納がない旨） １通 

（注）（イ）及び（ウ）は、発行後３か月以内のもの。 

     身分証明書は本籍地の市町村で発行されます。 

     連名（共有）で入札した場合は、入札者全員の書類が必要です。 

  イ 法人の場合 

（ア） 資格確認申請書 

（イ） 印鑑証明書 １通 

（ウ） 法人登記簿謄本又は登記事項証明書（現在事項全部証明書） １通 

（エ） 役員名簿 

（オ） 市税の納税証明書（滞納がない旨） １通 

（注）（イ）及び（ウ）は、発行後３か月以内のもの。 

     連名（共有）で入札した場合は、入札者全員の書類が必要です。 

⑵ 資格確認申請書等を提出した落札候補者について、資格確認を実施します。資格確認には、３週

間程度の日数を要します。 

⑶ 資格を有すると確認された場合は、当該落札候補者を、落札者として決定します。 

⑷ 落札候補者が提出期限までに資格確認申請書等を提出できない場合、及び資格が無いことを確認

した場合には、２番目に高い金額で入札した者を落札候補者とし、同じ手順で資格確認を行います。 

⑸ 以下同様に、入札金額の高い者から順に落札候補者とし、資格を確認のうえ、落札者として決定

します。 

 【注意事項】 

 開札後、資格確認審査辞退届を提出した者は、落札候補者になれません。 

 

 

 

⑴ 落札者は、落札者決定の日（令和８年２月下旬（予定））から５日を経過する日までに売買契約

を締結していただきます（土地売買契約書（見本）１９～２２ページ参照）。 

⑵ 売買契約書に貼付する収入印紙の費用は、落札者の負担となります。 

１０ 売買契約の締結 

９ 資格確認 
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⑴ 入札保証金 

  落札者が売買契約を締結しない場合は、入札保証金は返還されず、広島市に帰属します。 

⑵ 落札者が契約を締結しない場合の取扱い 

 ① 高い金額で入札した者から順番に、落札者の落札金額で契約できるか交渉し、契約できる場合

は、この者と随意契約します。なお、開札後、資格確認審査辞退届を提出した者は、随意契約の

相手方になれません。 

② 随意契約する者がいない場合は、再度入札を実施します。なお、最低売却価格や入札参加資格

に変更はありません。 

また、再度入札を実施する場合は、当該物件の入札において、資格確認審査辞退届を提出した

落札候補者及び契約を締結しなかった落札者は、入札に参加できません。 

 

 

 

⑴ 売買代金は、契約締結時に売買代金の１００分の１０以上を契約保証金として支払い、残金を 

契約締結日から２か月以内に支払っていただきます。 

なお、契約締結時に売買代金全額を支払うこともできます。 

⑵ 売買代金及び契約保証金は、広島市が発行する納入通知書により支払っていただきます。 

⑶ 契約締結時に納付した契約保証金は、売買代金の一部に充当します。 

⑷ 落札者が支払期限までに売買代金を支払わないときなど、落札者の責めに帰すべき理由により 

契約が解除されたときは、契約保証金は返還されず、広島市に帰属します。 

 

 

 

⑴ 所有権の移転は、売買代金全額の支払いがあった日とし、同時に物件を引き渡します。 

（注）物件は、現状有姿のまま引き渡します。 

⑵ 所有権の移転登記は、物件の引渡し後に広島市が行います。 

⑶ 所有権の移転登記に必要な登録免許税は、落札者の負担となります。 

 

 

 

売却物件の売買契約には、次の特約を付しますので、これらの定めに従っていただきます。 

⑴ 禁止する用途 

① 契約締結の日から５年間、売却物件を暴力団等がその活動に利用する等公序良俗に反する用及

び風俗営業等の業務の用に使用することを禁止します。 

（注）「暴力団等」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団その他反社会的団体及びそれらの構成員をいい、「風俗営

業等」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条第１項に規定する風俗営業及び同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業をいいます。 

② 売却物件について、所有権を第三者に移転する場合又は第三者に対して権利を設定する場合に

おいて、新たに所有権を取得する者等に上記①の条件を書面により引き継いでいただきます。 

⑵ 違約金 

１２ 売買代金の支払い 

１３ 所有権の移転・物件の引渡し 

１４ 契約上の主な特約 

１１ 落札者が契約を締結しないとき 
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  落札者が上記⑴の条件に違反した場合は、売買代金の１００分の３０の違約金を広島市に支払わ

なければなりません。 

⑶ 実地調査 

上記⑴の条件の履行状況を確認するため、随時、土地の利用状況について実地調査を行うことが

あります。実地調査の際には、落札者に協力していただくこととなります。 

⑷ 売買契約の締結及び履行等に関して必要な一切の費用は、すべて落札者の負担となります。 

 

 

 

⑴ 現地の確認等 

① 必ず事前に現地を確認してください。物件には看板を設置しています。 

② 現地を確認されるときには、周辺の迷惑とならないよう十分留意してください。 

③ 物件によっては宅盤と接面道路に高低差がありますので、注意してください。 

④ 測量図等の閲覧を希望される方は、売却担当課までお申し出ください。 

 

 

 

⑴ 先着順による売却 

今回の入札で、入札が無かった物件は、常時公募売却に移行します。 

常時公募売却では、購入希望者に見積書を提出していただき、最低売却価格（予定価格）以上で

見積もられた方を落札候補者（契約予定者）とし、資格確認を行い資格を有する場合に、売却の 

相手方と決定します。 

 ① 売却価格 

   最低売却価格以上で売却します。 

 ② 申込資格 

「２ 入札参加者の資格」の資格が必要となります。 

   なお、当該物件の入札において、資格確認審査辞退届を提出した落札候補者及び契約を締結し

なかった落札者は、申込できません。 

 ③ 申込受付期間  

○物件番号１番 

令和８年３月下旬～令和８年５月下旬の午前９時３０分～午後５時（予定）（閉庁日(土曜、日

曜、祝日等)を除く。） 

  ○物件番号２、３番 

令和８年３月下旬～令和８年８月下旬の午前９時３０分～午後５時（予定）（閉庁日(土曜、日

曜、祝日等)を除く。） 

   申込当日の午前９時３０分時点で、下記の受付場所に、同じ物件の申込者が複数いる場合は、

申込者全員による見積合わせを行い、見積金額の最も高い者を落札候補者とします。 

④ 申込受付場所（売却担当課） 

○物件番号１、２番 

広島市財政局管財課（広島市役所本庁舎９階） 電話０８２－５０４－２０８０ 

○物件番号３番 

    広島市都市整備局都市整備調整課（広島市役所本庁舎６階） 電話０８２－５０４－２３１３ 

申込みに必要な書類は売却担当課で配布します。購入を希望される方はお問い合わせください。 

 

１５ その他 

１６ 先着順による売却（常時公募売却） 
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⑴ 入札保証金 

物件番号１、３番：見積もる金額の１００分の５以上 

※できるだけ所定の小切手でお願いします。 

物件番号２番：５万円（１万円札５枚、小切手は不可） 

⑵ 入札保証金納書（第１号様式３４ページ） 

⑶ 入札書（第２号様式３５ページ） 

⑷ 実印又は使用印鑑（使用印鑑届又は委任状を提出する場合） 

⑸ 使用印鑑届（実印以外の印を使用する場合）（第３号様式３６ページ） 

⑹ 委任状（代理人が入札する場合）（第４号様式３７ページ） 

⑺ 資格確認審査辞退届（入札の権利を辞退して入札保証金の返還を受ける場合）（第５号様式３８ 

ページ） 

⑻ ２００円の収入印紙（営利法人又は個人事業者で入札日に入札保証金の返還を受ける場合） 

⑼ 口座振替依頼票（後日入札保証金の返還を受ける場合）（様式３９ページ） 

 

  

 

⑴ 〔例〕 最低売却価格（予定価格）2,000万円、入札者５人（Ａ､Ｂ､Ｃ､Ｄ､Ｅ）の場合 

 ① 入札者Ａ､Ｂ､Ｃ､Ｄ､Ｅは入札保証金を納付 

② 入札 

    Ａ：2,300万円（最高価格入札者） 

    Ｂ：2,200万円 

    Ｃ：2,100万円 

    Ｄ：2,000万円 

    Ｅ：1,900万円（予定価格を下回るため無効） 

     ※ 最高価格入札者以外の入札金額は発表しません。 

 ③ 最高価格 2,300万円を発表 

   ・ 落札候補者をＡと決定 

   ・ Ｅの入札は無効のため、入札保証金を返還 

 ④ Ｂ､Ｃ､Ｄのうち、Ｃが、資格確認審査辞退届を提出した場合、Ｃの入札は無効となり、Ｃに 

入札保証金を返還 

 ⑤ Ａの資格確認を実施 

 ⑥ Ａが資格を有すると確認したときに、Ａを落札者と決定 

⑦ 落札者が決定したため、Ｂ、Ｄに入札保証金を返還 

⑧ Ａと売買契約を締結（契約保証金を納付又は売買代金を一括して納付） 

 

 

 

 

 

 

 

 

１７ 入札の際に必要となる書類等 

１８ 入札の事例 
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広島市中区役所 ２階 会議室  

広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号 

 

お知らせ 

本募集案内の内容や物件の写真は、「広島市有地売却」でインターネット検索していただき、 

「広島市－01広島市有地売却・貸付のご案内」からご覧になることができます。 

また、各様式も、この Webサイトからダウンロードできます。 

 

 

 

 

交通機関のご案内 

 

○市内電車  

市役所前下車 

 

○市内バス  

（広電バス・広島バス・ 

芸陽バス） 

市役所前下車 

 

１９ 入札会場案内図等 


